
重要事項説明書  
（指定介護老人福祉施設サービス） 

 

あなたに対する指定介護老人福祉施設サービスの提供開始に当たり、厚生省令第３９号

第４条に基づいて、当事業所があなたに説明すべき重要事項は次の通りです。 

 

１．利用事業所 

名 称   ： 土肥ホーム 

指定番号   ： ２２７０３０００５２ 

所 在 地   ： 静岡県伊豆市小土肥７８７－２ 

管理者名   ： 福室 悦子 

電話番号   ： ０５５８（９８）２９００ 

FAX 番号   ： ０５５８（９８）２９０１ 

    開設年月日 ： 平成１２年４月１日 

 

２．事業の目的と運営の方針  

    事業の目的：社会福祉法人信愛会が開設する指定介護老人福祉施設土肥ホームが行う  

                指定介護老人福祉施設サービス事業の適正な運営を確保するために人員  

                及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が要介護状態等にあ  

                る高齢者に対し、適正な介護老人福祉施設サービスを提供することを目 

                的とします。 

    運営の方針：①事業所の従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する 

                  能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・ 

                  食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことで、  

                  利用者の心身機能の維持・向上並びに利用者の家族の身体的及び精神 

                  的負担の軽減を図ります。 

                ②事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サー 

                  ビスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

３．施設の概要 

（１）敷地、建物及び定員 

     土地面積    ５,１７９．７９㎡ 

建物規模構造  鉄筋コンクリート造 ３階建 延床面積 ３,１４９．６３㎡ 

     利用定員    ５０人 

本施設は、入所者の入院期間中等で入所者に利用されていな

い居室又はベットを利用しての指定短期入所生活介護や指定

介護予防短期入所生活介護を行う。 



（２）居室等 

居室の種類 室数 備考 

個室（１人部屋） １０室 従来型個室 

２人部屋 ０室 多床室 

３人部屋 ４室 多床室 

４人部屋 ７室 多床室 

合計 ２１室  

（３）その他の主な設備   別添のパンフレットを参参照 

（４）福祉サービス第三者評価事業受審状況 

第三者評価の実施の有無 あり 

実施した直近の年月日 平成１９年１２月１９日 

実施した評価機関の名称 社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会 

評価結果の開示状況 ご要望により開示可能 

 

４．職員体制 

管理者 １人 

生活相談員及び介護・看護職員 ２６人以上 

機能訓練指導員 １人以上 

医師 １人以上 

その他（栄養士、介護支援専門員） ２人以上 

 

５．サービスの内容 

   （１）介護保険基準介護サービス   

※ 以下のサービスについては、居住費と食費を除き、介護保険負担割合証記

載の割合を減した割合が介護保険から給付されます。 

  ① 排泄：利用者のプライバシー保持と身体状況に応じた適切な排泄援助（備えて 

あるオムツ・排泄器具を活用した自立援助・オムツ使用者の排泄介助にて、安 

心した生活が送れるよう努めます。 

② 入浴：原則週２回の入浴を実施します。なお、身体状況に応じ、各種浴槽を活 

用し適切な入浴援助を行います。（機械浴２種、スロープ付き浴槽）。 

③ 離床：日中の離床を促すことで、生活リズムのバランスを保持し、食欲増進・ 生 

活空間の拡大を図ります。 

    ④ 着替え：身体清潔保持に努め、入浴不可者は清拭後に着替えを実施します。 

        （発汗・汚染時は随時交換) 

    ⑤ リネン交換：原則週１回実施します。 

   ⑥ 整容等：起床時の洗面・整髪、その他身だしなみとして随時整容に努めます。 

   ⑦ 機能訓練：日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するため、必要な機能 



訓練を行います。 

   ⑧ 栄養管理：利用者の年齢や心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事を 

提供します。 

   ⑨ 相談及び援助：利用者及びその家族の意見や要望を把握し、誠意をもってでき 

る限り実現・援助に努めます。 

   ⑩ 社会生活上の便宜：社会、地域の情報提供・郵便物のプライバシーの保護・行 

政機関に関する手続きの代行等、レクリエーション行事の提供を行います。 

⑪ 食事：管理栄養士によるバランスのとれた豊富な複数献立や季節献立等、利用

者の状態に配慮した食事を提供し、必要に応じた介助をします。食事は可能な

限り食堂でとっていただけるよう配慮します。 

     （食事時間） 朝食７：３０   昼食１２：００   夕食１８：００ 

⑫ 居室の提供：個室等他の種類の居室への入居を希望される場合は、その旨お申

し出下さい。ただし、心身の状況や居室の空き状況等によりご希望に添えない

場合もあります。 

   （２）介護保険基準外サービス 

      ※ 以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。 

① 理髪・美容：地域美容院の定期的な来園により、理髪・美容のサービスが利用

できます。 

   ② 日常生活品の購入代行：利用者から日常生活品の購入希望があった際、もしく

は必要と思われる日常生活品が生じた場合、所定の購入希望用紙に記入し、サ

ービス従事者が購入を代行します。 

③ 財産管理：当施設財産管理委託契約に基づき、金銭出納及び日常的な費用の立替

にかかわる管理サービス、または日常的な費用の立替にかかわる管理サービスの

いずれかを利用できます。 

④ 死後の処置：死亡診断後、死によって起こる外観の変化を目立たなくし、美しく

清潔に保てるようご遺体の処置を行います。 

 

６．利用料 

別紙の料金表により利用料金をお支払下さい。 【 別 添 １ 】 

 

７．苦情処理 

（１）苦情申立窓口                         【 別 添 ２ 】 

（２）第三者委員 

      当事業所では、地域にお住まいの方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から本   

      事業所のサービスに対するご意見等をいただいております。利用者は、当事業所へ 

      の苦情やご意見を第三者委員に相談することもできます。 

第三者委員については事業所内に掲示しております。 



（３）苦情処理体制 

 相談・苦情に対する常設の窓口を設け、事業所に掲示した苦情受付担当者が随時受  

 け付けます。苦情受付担当者は、受け付けたすべての苦情を書面に記録するととも 

 に、苦情解決責任者及び第三者委員に報告します。ただし、苦情申出人が第三者委  

 員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合は除きます。苦情解決責任者は担 

 当者及び他の従業員を加え、苦情解決に向けた検討会議を行い、苦情受付担当者は、 

 その解決・改善までの経過と結果について書面に記録し、苦情申出人及び第三者委 

 員に報告します。また、サービスの質や信頼性の向上のため、個人情報に関するも 

 のを除き、解決結果を公表します。 

 

８．事故発生時の対応について 

     介護老人福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに事前に指 

     定された緊急連絡先に連絡するとともに、必要により医師の診察や医療機関へ救急搬 

     送します。また、事業者は市町村や家族等に連絡し、必要な措置を講ずるとともに、 

     事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するものとします。また、事故 

     を未然に防ぐための方策を講ずるものとします。  

 

９．協力医療機関 

     事業所は、以下の医療機関を協力医療機関とします。 

 （１） 医療機関の名称   医療法人社団健育会 西伊豆健育会病院 

     所在地      賀茂郡西伊豆町仁科１３８－２ 

     電話番号     ０５５８－５２－２３６６ 

     診療科      内科・呼吸器内科・消化器内科・外科・整形外科・泌尿器科・ 

                          皮膚科・理学診療科・胃腸科・人工透析センター 

     入院設備     あり 

     契約の有無    あり 

 

１０．協力歯科医療機関 

   事業所は、以下の医療機関を協力歯科医療機関とします。 

    協力歯科医療機関 

        医療機関の名称 森田歯科医院 

        院長名     森田憲治 

        所在地     沼津市戸田１５７４－１７ 

        電話番号    ０５５８－９４－４１８７ 

        診療科     歯科 

        契約の有無   あり 

 



１１．損害賠償について 

（１）当事業所において、事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は

速やかにその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。ただし、

その損害の発生について、利用者に故意、または過失が認められる場合には、利用

者の置かれた心身の状況を斟酌し、相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償

額を減じる場合があります。 

（２）損害賠償保険の加入 

        保険会社名    あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

 保険名        介護保険・社会福祉事業者総合保険 

 

１２．秘密保持 

（１）事業者及びその従事者は、正当な理由がない限り業務上知り得た利用者及びその家

族等の秘密を漏らしません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。 

（２）事業者は、事業者の従事者が退職後、在職中に知り得た利用者及び家族等の秘密を

漏らすことがない様必要な措置を講じます。 

（３）事業者は、利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、その家族等の個人

情報を用いる場合には当該家族等から同意を得ない限り、サービス担当者会議等に

おいて利用者及びその家族等の個人情報を用いません。 

 

１３．非常災害時の対策 

   当施設にて定める防災対策規定により、地域住民と連携して地震その他の災害によ

る被害の防止及び軽減に努めます。 

 

１４．当施設ご利用の際に留意頂く事項 

  ① 来訪・面会：別紙「面会についてのお願い」を参照 

  ② 外出・外泊：別紙「外出についてのお願い」を参照 

③ 嘱託医師以外の医療機関への受診：専門的治療及びより高度の治療を希望される

場合はご家族に対応をお願いします。ただし、緊急時はその限りではありません。 

④ 居室・設備・器具の利用：居室・設備・器具は本来の用法に従ってご利用下さい。

これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくこともありま

す。 

⑤ 喫煙・飲酒：当施設で決められた場所、時間を厳守して下さい。なお、利用者の 

喫煙能力や飲酒状況上危険と判断した場合や、健康に支障をきたす恐れがある場

合は、ご遠慮いただく事もあります。 

  ⑥ 所持品の管理：全ての所持品にお名前が分かるよう明記の上、所定の場所をご利 

用下さい。 

⑦ 現金等の管理：自己管理される方は、当施設では一切関与しません。多額の現金 



の持ち込み、金銭トラブルにつきましても、責任を負いかねますのでご了承下さ

い。なお、管理を依頼される方につきましては、所定の規程に基づき管理させて

いただきます。 

⑧ その他：許可なく飲食物及びペット、危険物等の持ち込みはご遠慮願います。 

 

１５．利用にあたっての禁止行為 

（１）介護職員及び事業者の職員に対して行う暴言・暴力、いやがらせ、誹謗中傷 

などの迷惑行為。 

（２）パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントなどの行為。 

（３）サービス利用中に介護員を含む利用者本人以外の写真や動画の撮影、また 

録音などをインターネットなどに掲載すること。 

 

１６．虐待防止のための措置について 

当事業所は、ご利用者等の人権の擁護・虐待の防止のために、委員会の設置、指針

の整備、従事者に対する虐待防止のための研修や訓練を定期的に実施し、必要な措

置が適切に実施するための担当者を配置するなどを講じます。 

 

１７．感染症が発生し、又はまん延しないための措置について 

当事業所において感染症が発生し、又はまん延しないために、委員会の設置、指針

の整備、従事者に対する感染症に関する研修や訓練を定期的に実施し、適切に実施

するための必要な措置を講じます。 

 

１８．事業継続計画の策定について 

事業所は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続してサービスを

受けられるよう、指定介護老人施設の提供を継続的に実施するための、及び非常時

の体制で早期の業務再開を図るため「感染症に係る事業継続計画」「災害に係る事業

継続計画」を策定すると共に、計画に従い、職員に対して研修や訓練等必要な措置

を講じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和   年   月   日 

 

 当施設は、利用者に対する指定介護老人福祉施設サービスの提供開始に当たり、利用者

ならびに利用者の家族に対して本書面に基づいて上記重要事項を説明しました。 

 

指定介護老人福祉施設サービス事業者 

 

所在地 〒４１０－３３０１ 

静岡県伊豆市小土肥７８７－２ 

名 称 社会福祉法人 信 愛 会 

特別養護老人ホーム 土肥ホーム 
 

理事長   奥 津 匡 俊     
 

                     説明者氏名            印 

 

  私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、指定介護老人福祉施設サー

ビスの提供に同意しました。 

 

                    住所 

                       

                    氏名                                   印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【 別 添 ２ 】 

（１）苦情申立窓口 

利用者相談窓口       ：受付担当者    土屋 春奈 

                          電話 ０５５８－９８－２９００ 

 

伊豆市役所 健康長寿課：伊豆市小立野３８－２ 

                       電話 ０５５８－７４－０１５０ 

                       受付時間 月曜日から金曜日（午前８時３０分～午後５時１５分） 

 

沼津市役所 長寿福祉課：沼津市御幸町１６－１ 

                       電話 ０５５－９３４－４８３５ 

                       受付時間 月曜日から金曜日（午前８時３０分～午後５時１５分） 

 

静岡県国民健康保険団体連合会 

                        ：静岡市葵区春日２丁目４－３４ 

                          電話 ０５４－２５３－５５９０ 

                          受付時間 月曜日から金曜日 （午前９時～午後５時） 

 

静岡県福祉サービス運営適正化委員会 

                        ：静岡市葵区駿府町１－７０ 静岡県総合社会福祉会館内 

                          電話 ０５４－６５３－０８４０ 

                          受付時間 月曜日から金曜日 （午前９時～午後５時） 

 

（２）苦情解決責任者 

土肥ホーム 管理者  福室 悦子 

 

  

 
 


